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１．個人と社会、日本と外国について考える 
 
1.1. 社会認識の確立 
 

1.1.1. 憲法を守らなければならないのは誰か 
 

第 99 条 天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護す

る義務を負う。 

 
第 99 条から明白に、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは国民ではなく公務員であると言える。憲法

の文言は「尊重し擁護する義務」としているが、遵守義務と言ってよいだろう。つまり、憲法は、国民に

ではなく、公務員、つまり公権力の担い手に対して、憲法の遵守義務を課し、つまり、「こうすべきである

」、「こうしてはならない」ということを定めているのである。 
近代的憲法は、英国の歴史にあるように、そもそも国王が恣意的に税金を課したりしないように、商人

たちが国王に守るべきことを突きつけたところから生まれたものである。つまり、憲法は、国民が公権力

を制限するためにある、あるいは国民を公権力の専横から守るためにあると考えるべきであり、この考え

方を立憲主義と言う。ところが、日本やロシアでは、最初の憲法（1889 年の大日本帝国憲法、1906 年のロ

シア帝国の国家基本法）は、国民が自ら作ったのではなく、国王が国民に与えた欽定憲法であったために、

現在でも、憲法や法律は、あたかも公権力が国民を規制するために存在するかのように理解されているこ

とが多い。 
しかし、実際には、憲法や法律の多くは公権力の担い手たちの専横を規制し、国民の権利を守るために

存在しているのである。 
 
1.1.2. 国民の義務は何か 
 

第 26 条第 2 項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に教育を受けさせる義務を

負う。 
第 27 条第 1 項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 
第 30 条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 

 
憲法に定められている国民の義務は上記の3点であり、憲法の規定の多くは、国民の権利を定めている。

そして、その国民の権利を実現する義務を公権力に課していると言える。 
一般に「義務教育」と言うが、第 26 条第 2 項に明らかなように、国民が教育を受けること、あるいは

学校に通うことは、義務ではない。親が子どもに教育を受けさせる義務を負うのである。 
第 27 条第 1 項の勤労は権利であり義務であるという規定は矛盾しているように見える。働くことは義

務だと素直に解釈してよいと考えられるが、勤労が権利であるという以上、働きたい人が働けない状況を

なくして、すべての国民に勤労の場を保障する義務が公務員の側に課されていることも重要である。 
 

1.1.3. 人権を守らなければならないのは誰か 
 

憲法にはさまざま基本的人権が規定されている。わが国には、人権擁護週間などが定められていて、法

務省などがさまざまな行事を通じて、啓発活動を実施しているが、それを見ると、人権を擁護することが

国民に求められているかのように感じさせるものが多い。人種差別や性差別をしないように、あるいは障

害者や被差別部落民を差別しないように、など。しかし、一般の国民が人を差別することがあっても、そ

の影響はささいなものであり、たいした差別ができるわけではない。確かに、旅館、公衆浴場、賃貸アパ

ートに「外国人お断り」などとあることが、新聞に取り上げられたりするし、職場・学校での性差別やハ

ラスメントもしばしば見られる。しかし、制度的問題と、個人の道徳的・倫理的問題とは区別しなければ

ならない。 
例えば、外国人であるだけで、罵声をあびせたり、入浴お断りなどと言うことは、人権問題というより、
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道徳や倫理の問題であり、誰が見ても、間違った行動である。 
重要なのは、そうした明らかに間違っている、正しくない個人の行動ではなく、制度的な問題である。

例えば、同一労働同一勤務であるのに女性というだけで給与が低かったり昇進が遅れたりしていると女性

が訴えている企業が存在しているのに、それを不利益をこうむっている当事者の女性による訴訟というか

たちでしか解決できない制度のほうが問題である。離婚に関連することがら、扶養義務などについても、

明らかに女性に不利な制度になっているのも同様である。養育費を支払わない前夫が不誠実であるという

個人的問題に帰するのではなく、養育費が支払われなかった場合の差し押さえや強制執行などの制度が不

備なことが問題なのである。 
外国人差別の問題で言えば、実は、国連や諸外国が問題にしているのは、日本国民の個々の行為ではな

く、日本の政府とくに、人権擁護週間を実施している法務省（出入国管理、外国人登録、帰化、永住許可

などの事務を担当している部署、あるいは刑務所）と、警察（犯罪捜査、取調べ、拘置所）である。外国

人のみならず、日本国民もまた、ひどい差別を受けたと感ずるのが、役所や警察であることが多い。役所

や警察は強い権限を持っており、警察の場合は武力を行使することができる。こうした機関こそ、実は、

人権侵害を犯すことが多く、起きた場合にはその被害も深刻なものとなる。 
 
1.2. 国際社会認識の確立 
 

1.2.1. 日本人の定義 
 

(1)「日本人」に関する法的概念 
「日本人」に関する法的概念はない。法的概念として存在するのは、「日本国民」であり、これは「

国籍法」にもとづき日本国籍を有する人のことを言う。人は、「日本国民」と「外国人」（＝「日本国民

」でない人）に分けることができる。 
日本国籍の取得 

日本国籍の取得には 2 つの方法がある。第一は、「出生」による取得であり、第二は、「帰化」によ

る取得である。 

国籍法1 
第 2 条 子は、次の場合には、日本国民とする。 

①出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 
③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 

第 3 条（省略） 
第 4 条 

①日本国民でない者（以下「外国人」という。）は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。 
②帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 

第 5 条 ①法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 
1) 引き続き 5 年以上日本に住所を有すること。 
2) 20 歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 
3) 素行が善良であること。 
4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 
5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 
6) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企

て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれ

に加入したことがないこと。 
②法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民と

の親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5 号に掲げる条件を備え

ないときでも、帰化を許可することができる。 

                                                                 
1 1984 年の国籍法改正により、父母両系血統主義となった。改正前は父系のみであった。国によっては、出生地主義の原理を

採用するところもある 
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(2)「日本人」から「非日本人」までの8類型2 
福岡安則は、便宜的に「日本人」から「非日本人」までの 8 類型に分類整理した上で、日本では一般

に、「日本人」であることに関して血統が重視されていることを指摘している。 
そのことは、見た目が「日本人」的でなければ、「日本国民」であっても、「日本人」と見なされない

可能性が高いことを意味するが、他方、見た目が「日本人」と変わらない東アジア地域の人々は、客観

的に分かりにくい「血統」や「文化」がより重視されることになるが、とくに「血統」という、客観的

に区別しにくく、最もあいまいな要素がいちばん重視されている。 
結局、「日本人」の定義は、「本人が日本人であると自覚していると同時に、周囲からも日本人と見な

されていること」という、極めて主観的な定義となるように思われる。 

類型 血統 文化 国籍 

I  「純粋な日本人」 ＋ ＋ ＋ 

II  「日系一世」 ＋ ＋ － 

III  「海外成長日本人」 ＋ － ＋ 

IV  「帰化者」 － ＋ ＋ 

V  「日系三世」／「中国残留孤児」 ＋ － － 

VI  民族教育を受けていない「在日韓国・朝鮮人」 － ＋ － 

VII  「アイヌ民族」 － － ＋ 

VIII  「外国人」 － － － 

 
(3)神話としての「単一民族社会」 

「日本人」と「非日本人」という概念は明確に区分できる概念ではなく、福岡の分類の類型 II から類

型 VII までは、中間的で、あいまいな存在である。また、たとえば、「沖縄県民」または「沖縄出身者」

を「琉球人」とした場合、どの類型に位置付けられるかといった問題も生じる。 
また福岡の分類に従って考えると、日本社会は、「単一民族社会」でも、「単一文化社会」でもないこ

とは明白である。 

                                                                 
2 福岡安則『在日韓国・朝鮮人』中公新書、1993 年を参照。 


